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特に重要な
事業承継税制のポイントを
押さえよう

続
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
が
創

設
さ
れ
た
。
し
か
し
申
請
に
お
い
て
、

先
代
経
営
者
・
後
継
者
・
認
定
対
象
会

社
・
事
業
継
続
に
か
か
る
要
件
な
ど
非

常
に
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
あ
り
、
申
請
件

数
も
低
調
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
顧
問
税

理
士
等
に
お
い
て
も
、
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
制
度
に
つ
い
て
非
常
に
懐
疑
的

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
こ
で
国
で
は
、
２
０
１
３
年
度
税

制
改
正
・
２
０
１
７
年
度
税
制
改
正

で
、
使
い
勝
手
が
良
く
な
る
よ
う
制
度

変
更
を
行
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
今
回
の

改
正
で
は
、
事
業
承
継
に
関
す
る
税
制

措
置
の
創
設
や
抜
本
的
拡
充
を
図
り
、

中
小
企
業
の
後
継
者
が
現
経
営
者
か
ら

会
社
の
株
式
を
承
継
す
る
際
の
、
相
続

税
・
贈
与
税
の
軽
減
が
目
玉
に
な
っ
て

い
る
。

事
業
承
継
に
か
か
る 

猶
予
や
要
件
緩
和
な
ど
が
拡
大

３
．
事
業
承
継
税
制
の
改
正
内
容

　

円
滑
な
世
代
交
代
を
推
し
進
め
る
た

め
、
10
年
間
限
定
で
、
事
業
承
継
税
制

を
抜
本
的
に
拡
充
す
る
。

　

対
象
者
は
、
今
後
５
年
以
内
に
承
継

計
画
（
仮
称
）
を
提
出
し
、
10
年
以
内

に
実
際
に
承
継
を
行
う
者
。
改
正
内
容

と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

・
対
象
株
式
数
・
猶
予
割
合
の
拡
大

・
雇
用
要
件
の
弾
力
化

・
対
象
者
の
拡
充

・
経
営
環
境
の
変
化
に
応
じ
た
減
免

・
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
適
用
範
囲

の
拡
大

対
象
株
式
数
・

猶
予
割
合
の
拡
大

【
現
行
制
度
】

　

先
代
経
営
者
か
ら
贈
与
・
相
続
に
よ

り
取
得
し
た
非
上
場
株
式
等
の
う
ち
、

議
決
権
株
式
数
の
３
分
の
２
に
達
す
る

ま
で
の
株
式
等
が
対
象
（
後
継
者
が
贈

与
・
相
続
前
か
ら
既
に
保
有
し
て
い
た

株
式
を
含
む
）。
例
え
ば
、
相
続
税
の

場
合
の
猶
予
割
合
は
80
％
で
あ
る
た

め
、
猶
予
さ
れ
る
の
は
３
分
の
２
×
80

％
＝
約
53
％
に
と
ど
ま
る
。

【
改
正
案
】

　

対
象
株
式
数
の
上
限
を
撤
廃
し
、
議

決
権
株
式
の
す
べ
て
を
猶
予
対
象
と
す

る
。
猶
予
の
対
象
が
１
０
０
％
に
拡
大

さ
れ
る
こ
と
で
、
承
継
時
の
贈
与
税
・

相
続
税
の
現
金
負
担
額
は
ゼ
ロ
と
な

る
。

　

現
行
制
度
で
は
、
特
別
決
議
が
可
決

で
き
る
議
決
権
割
合
の
３
分
の
２
ま
で

で
あ
っ
た
が
、
非
上
場
企
業
の
場
合
、

経
営
者
が
１
人
２
役
を
演
ず
る
必
要
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
長
で
あ
る
経
営

の
面
と
株
主
で
あ
る
経
営
権
の
面
の
両

方
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
安
定
し
た
経

営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

現
行
制
度
で
は
、
残
り
の
３
分
の
１

部
分
の
対
策
（
贈
与
・
譲
渡
・
遺
言
・

従
業
員
持
ち
株
会
等
）
も
必
要
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
部
分
も
考
慮
す
る
必
要
が

な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
自
社
株

承
継
」
と
い
う
部
分
で
は
、
今
回
の
改

正
で
優
遇
が
ほ
ぼ
完
成
形
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

雇
用
要
件
の
弾
力
化

【
現
行
制
度
】

　

事
業
承
継
後
、
５
年
間
平
均
で
、
雇

用
の
８
割
を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
仮
に
雇
用
８
割
を
維
持
で

き
な
か
っ
た
場
合
は
、
猶
予
さ
れ
た
贈

与
税
・
相
続
税
の
全
額
を
納
付
す
る
必

要
が
あ
る
。

【
改
正
案
】

　

制
度
利
用
を
躊
躇
す
る
要
因
と
な
っ

こ
で
は
、
中
小
企
業
・
小
規
模

事
業
者
に
関
す
る
２
０
１
８
年

度
税
制
改
正
大
綱
の
う
ち
、
事
業
承
継

に
関
す
る
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す

る
。
も
ち
ろ
ん
正
式
に
は
、
法
案
成
立

後
の
内
容
で
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

●

１
．
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
現
状

　

現
在
の
日
本
の
中
小
企
業
・
小
規
模

事
業
者
の
経
営
者
は
、
３
８
１
万
人

（
こ
の
15
年
間
で
約
１
０
０
万
人
減

少
）
で
、
最
も
多
い
年
齢
が
66
歳
で
あ

る
。
今
後
10
年
間
に
、
70
歳
（
平
均
引

退
年
齢
）
を
超
え
る
中
小
企
業
者
の
経

営
者
は
約
２
４
５
万
人
と
な
り
、
う
ち

約
半
数
の
１
２
７
万
人
（
日
本
企
業
の

約
３
分
の
１
）
が
後
継
者
未
定
と
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
、
日
本
経
済
の
屋
台

骨
を
支
え
て
き
た
中
小
企
業
の
廃
業
の

増
加
に
よ
り
、
地
域
経
済
な
ど
に
対
し

て
深
刻
な
打
撃
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
と
は

　

２
０
０
８
年
５
月
に
「
中
小
企
業
に

お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
」
が
成
立
し
、
三
つ
の
柱
の
一

つ
と
し
て
、
非
上
場
株
式
等
に
係
る
相

こ
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１
．
多
く
の
取
引
先
に
影
響
す
る
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
よ
う

魚路 剛司
京葉銀行成長戦略推進部上席参事役
中小企業診断士 CFP®
１級ファイナンシャル・プランニング技能士

　事業承継税制の改正ポイント、経営者
への円滑な承継の促し方を解説する。

対象株式数・
猶予割合の拡大
猶予の対象が100％に拡
大。自社株の承継にかかる
贈与税・相続税の現金負担
がゼロに

雇用要件の弾力化
税制適用にかかる雇用の要
件が実質的に撤廃。事業承
継後の雇用の維持が実現で
きなくても、納税猶予が継
続可能に

自社株評価が高まる法人経営者・後継者にとっての使い勝手が向上

Point 1 Point 2

相続時精算課税制度
の適用範囲の拡大
事業承継税制適用にかかる
相続時精算課税制度の対象
範囲が拡大。贈与税納税猶
予取消しの場合のリスクが
減少

Point 5
経営環境の変化に
応じた減免制度
売却やM&Aにおける承継
時との評価額の差額を減免
（納税額の再計算が行われ
る）。承継時の税額負担を
解消

Point 4

対象者の拡充
複数の株主から代表者であ
る後継者（最大３人）への
承継が猶予の対象になる。
多様な承継の形を支援

Point 3


